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宇治市立木幡保育所 重要事項説明書 

  
保育の提供の開始にあたり、あなたに説明すべき内容は、次のとおりです。（各

項目の内容については、令和８年４月１日時点の状況で記載しております。） 
  

１ 施設運営主体 

名称 宇治市 

所在地 宇治市宇治琵琶３３ 

電話番号 ０７７４－２２－３１４１（代） 

代表者氏名 宇治市長 松村 淳子 

 
   ２ 利用施設 

種類 保育所 

名称 宇治市立木幡保育所 

所在地 宇治市木幡東中１０－２ 

連絡先 
電話番号 ０７７４－３９－９２１３ 
ＦＡＸ  ０７７４－３９－９２１４ 

管理者 所長 内田 緑  

対象児童 
児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところによる、保

育を必要とする小学校就学前子ども（以下「児童」という。） 

利用定員 
３歳児クラス以上の児童             １１０人 
３歳児クラス未満の児童              ５５人 

開設年月日 昭和４１年５月１日 

 
３ 目的・運営方針 

目的 
宇治市立木幡保育所（以下「当所」という。）は、以下の運営方針

に基づき、児童を日々受け入れ、保育を行うことを目的とします。 

運営方針 

①入所する児童の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進

することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めます。 
②保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下

に、児童の状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通

して、養護及び教育を一体的に行うよう努めます。 
③入所する児童を保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資

源との連携を図りながら、入所する児童の保護者に対する支援

及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めます。 
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４ 当所における施設・設備等の概要 

（１）施 設 

敷地 
敷地全体 ２，８９７．５７㎡ 

園庭 ６０３．５㎡ 

園舎 
構造 ＲＣ造 

延床面積 １，１６９．３５㎡ 

（２）主な設備 

設備 部屋数 備考 

乳児室 １室 １歳児クラス 

ほふく室 ２室 ０歳児クラス 

保育室 ７室 
２組（２歳児クラス）、２組（３歳児クラス）、 
１組（４歳児クラス）、１組（５歳児クラス）、 
１組（４・５歳児混合クラス）について各１室 

遊戯室（ホール） １室  

調理室 １室  

職員室 １室  

面談室 １室  

 
５ 職員の設置状況 

職種 職員数 
内訳 

勤務内容 
正職 非常勤 

所長 １ １  
所属職員を所轄し、所務を掌

理する。 

所長補佐 １ １  
所長を補佐する。 

保育士 
（保育職員） 

２６ １８ ８ 
入所児童の保育及びその保育

補助などを行う。 

作業技師 
（用務員） 

１ １  
所務に従事する。 

作業技師 
（調理員） 

４ ３ 1 
給食の業務に従事する。 

※上記以外にも必要に応じて臨時職員を配置しています。 
※当所では、「宇治市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例」の定める基準を遵守し、保育の実施に必要な職員とし

て、上記の職種の職員を配置しています。 
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＜各職種の勤務時間帯＞ 

職種 勤務時間帯 

所長 
（平 日）８：３０～１７：１５ 
（ 土 ）８：３０～１２：００ 

所長補佐 
（平 日）８：３０～１７：１５ 
（ 土 ）８：３０～１２：００ 

 
保育士 

（保育職員） 

（平 日）８：３０～１７：１５ 
（ 土 ）８：３０～１２：００ 

（平 日）７：００～９：００ １６：３０～１９：００ 
（ 土 ）７：００～９：００ １２：００～１９：００           

作業技師 
（用務員） 

（平 日）８：３０～１７：１５ 
（ 土 ）８：３０～１２：００ 

作業技師 
（調理員） 

（平 日）８：３０～１７：１５ 
（ 土 ）８：３０～１２：００ 

※ローテーションにより、各職種の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 
※職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 
 

６ 保育を提供する日 

開所日 月曜日から土曜日 

休所日 日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月４日） 

 

７ 保育を提供する時間 

  保育を提供する時間は、次のとおりとします。 

開所時間 ７時００分から１９時００分 

標準時間認定にかかる保育時間 
７時００分から１９時００分までの範囲内

で、保育を必要とする時間 

短時間認定にかかる保育時間 
８時３０分から１６時３０分までの範囲内

で、保育を必要とする時間 

※実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間等により保育を必要とする

時間をご利用いただくこととなります。 
※上記の時間認定にかかる保育時間以外の時間帯において、やむを得ない理由

により保育が必要な場合は、開所時間の範囲内で、保育を提供します。 
 
８ 提供する保育等の内容 

  当所は、保育所保育指針を踏まえ、以下の保育その他の提供を行います。 

 （１）保育の提供 
    上記７に記載する時間において、保育を提供します。 
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 （２）食事の提供 

昼食・おやつ 

３歳児クラス未満の児童は午前の牛乳・昼食・３時

のおやつを、３歳児クラス以上の児童は昼食・３時

のおやつを提供します。献立の内容については、月

末毎に翌月の献立表をお配りします。 

アレルギー等への対応 
アレルギー食物の除去・解除が必要な方は、所定の

「食物アレルギー児における食品除去のための診断

書」（医師の診断書）をご提出いただきます。 

 
９ 利用料金 

 （１）保育に係る利用者負担（保育料） 

    支給認定を受けた本市に対し、本市が定める保育料をお支払いいただ

きます。 
 （２）保育の提供に要する実費に係る利用者負担等 
   （１）に掲げる保育料のほか、下表に掲げる費用を負担していただきま

す。お支払方法については、別途お知らせします。 

項目 内容 金額 

給食費 

主食費（３歳児クラス以上の児童） 
月額 

１，０００円 

副食費（３歳児クラス以上の児童） 
月額 

４，５００円 

給食費合計 
月額 

５，５００円 

   ※上記以外に、帽子代、道具代などは、事前にお知らせした上で、必要

に応じてご負担いただくこととなります。 
※副食費については、一部免除規定があります。 

 
１０ 嘱託医 
   当所の医療機関と嘱託医は下記のとおりです。 
（１）内科 

医療機関の名称 松﨑小児科医院 

医師名 松﨑 修二 

所在地 宇治市木幡内畑３４－１１ 

電話番号 ０７７４－３２－１３９０ 

（２）歯科 

医療機関の名称 中野歯科医院 

歯科医師名 中野 雅之 

所在地 宇治市六地蔵奈良町３５ 北村ビル２Ｆ  

電話番号 ０７７４－３３－８６６７ 
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１１ 緊急時の対応 

   お預かりしている児童に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、別

途ご提出いただく保護者連絡表に記載している保護者の指定する医療機関

及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

 
１２ 相談・苦情等の対応 

   保育に関する相談、当所に対する要望、苦情等については、苦情解決責

任者を中心に相互理解を図り、改善と保育の質の向上に努めます。 

苦情解決責任者 
所長   内田 緑 
電話番号 ０７７４－３９－９２１３ 

 
１３ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応します。 

消防用設備等 
消防法等に基づいて設置しています。 
消火器具、自動火災報知設備、消防署へ通報する火災報知

設備、誘導灯及び誘導標識、防排煙設備等 

避難・消火訓練 避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します。 

 

１４ 児童虐待の対応 

   児童虐待について、適格に対応するため、「宇治市児童虐待初期対応ハン 

  ドブック」に基づき、早期発見に努め、児童虐待という重大な権利侵害か

ら子どもを守り、将来を担う子どもの健やかな成長につながる取り組みを

進めています。虐待が疑われる場合には、速やかに関係機関に通報し、適

切な対応をします。 

 

１５ 当所におけるその他の留意事項 

  当所をご利用いただく上でのその他の留意事項については、「保育所生活

のしおり」をご確認ください。 

 
 
 


